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論 説 

租税条約の政府職員条項についての一考察 

 

国税不服審判所部長審判官 

小 島 俊 朗 

 

◆SUMMARY◆ 

 一般に、外国政府職員は、国内法や租税条約により免税とされているが、経済の国際化の

進展に伴い、各国政府の海外における活動が急速に拡大し、政府活動が種々の政府関係機関

を通じて行われている今日では、免税とされる政府職員の範囲が不明瞭となってきており、

派遣国と派遣先国で政府職員の範囲が相違する場合には、課税上の問題が生じることになる。

本稿は、政府職員の範囲を異にする二国間における課税関係について考察したものであり、

海外に駐在する政府職員の増加という現在の世界情勢を見据えた先駆的な意義が認められ

る。 

（税大ジャーナル編集部） 
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はじめに 

 租税条約の政府職員条項は、自国の居住者

である相手国の政府職員につき免税を与える

ものであり、自国の非居住者に係る課税関係

を規定する租税条約の中では特異な条項の一

つである。 

 近年、国際化の進展を背景に各国政府や政

府関係機関の海外における活動も著しく拡大

しており、海外に駐在するそれら職員も相当

数に上っている。そこで問題となるのが免税

となる政府職員の範囲である。政府の活動は

国により様々であり、政府関係機関との区分

も明確とはいえないことから、政府職員条項

の適用が問題となるケースは無数にあるもの

と思われる1。特に、東アジアやＢＲＩＣs諸

国のように急速な発展を遂げつつある開発途

上国では、外国人への徴税強化が顕著になっ

てきており、これまで当該国での活動規模が

小さかったことなどの理由から、課税ステー

タスが曖昧なままであったわが国政府関係機

関職員につき同条項の適用が問題となるケー

スが出てきている。発展途上国では、駐在員

の所得は当該国の一般の国民と比べて著しく

高く、課税が行われると、厳しいペナルティ

ー、 高税率に近い高率課税が行われること

となり、それらの活動や公的機関としての信

頼に大きなダメージとなるばかりか、国際関

係に与える影響も懸念される。 

 政府職員条項は近年その重要性が高まって

いると思われるが、同条項が国際礼譲に基づ

く課税慣行を明文化したものであるとの経緯

もあり、これまでに十分な議論が行われてき

たとは言いがたい。そこで本稿では、政府職

員条項の意義を明らかにすると共に、その適
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用範囲、特に政府関係機関職員の扱いに焦点

を当てて検討するものである。なお、文中意

見にわたる部分は個人的な見解である。 

１ 歴史的経緯 

 政府職員条項は、もともと主権国間の国際

礼譲と相互尊重のルールに一致させるために

租税条約に置かれた条項であった。適用範囲

は初期においてはかなり限定されたものであ

ったが、公共部門の増大の結果として、海外

における政府活動が著しく拡大し、その重要

性と適用範囲が拡大した。報酬の支払国が当

該支払いに対して排他的課税権を持つことは、

当初から意図されたことではないが2、現在で

はOECD加盟国の現行租税条約に広く採用され

ており、既に国際的に受け入れられたという

ことができる。 

２ 適用範囲 

 政府職員条項の適用範囲について、OECDモ

デル条約（以下「モデル条約」という。）の第

19条及びその注釈（以下「ｺﾒﾝﾀﾘ－」という。）

では、次の点が明らかにされている。 

① 報酬の支払国に排他的課税権を与えると

いう原則は、外交関係に関するウイーン条約

及び領事関係に関するウイーン条約の規定に

も合致するもので、租税条約は、実質的に、

これらの適用のない場合を取り扱うことにな

る。なお、国際機関に関する取決めで、これ

らの条約と同様の規定を有するものについて

も租税条約の適用を要しない。 

② この原則が適用される報酬の支払者は、

国だけではなくその地方政府及び地方公共団

体（州、広域行政区、県、省、カントン、行

政区、郡、区、地方自治体又は地方共同体等）

が含まれる。 

③ 自国の国民及び専らその役務を提供する

ために自国の居住者となったものでないもの

には、この原則は適用されない。 

④ 報酬を支払う国、その地方政府及び地方

公共団体によって行われる事業に関連して提

供される場合には、この原則は適用されない。

このような場合には、通常のルール、すなわ

ち、モデル条約で言えば、賃金及び報酬につ

いては第15条、役員報酬その他これに類する

ものについては第16条、退職年金については

第18条の規定がそれぞれ適用される。 

 一方、わが国の国内法では、収益を目的と

する業務に係る勤務でないことを免税の要件

に加えている。また、わが国の締結する租税

条約において、この要件を明示するものは少

なくない（後述４⑴⒠参照）。 

（参考） 

① 所得税法施行令第24条第２号（給与が非

課税とされる外国政府職員等の要件） 

 「その者のその外国政府又は外国の地方公

共団体のために行う勤務が、日本国又はその

地方公共団体の行う業務に準ずる業務で収益

を目的としないものに係る勤務であること」 

② 日伊租税条約第19条第２項（政府職員条

項） 

 「一方の締約国又はその地方政府若しくは

地方公共団体が利得を得る目的で行う営業又

は事業に関連する勤務につき支払われる報酬

又は退職年金については、第15条から第18条

までの規定を適用する。」 

３ わが国の政府職員課税の概要 

⑴ わが国の政府等の職員が国外で勤務する

場合 

 わが国の国家公務員又は地方公務員（日本

国籍を有しない者を除く。）が国外で勤務する

場合、わが国の国内法又は租税条約に基づき、

あるいは国際的慣例として、一般に相手国は

当該職員の報酬を免税としていることから、

当該職員が国内に住所を有しない期間につい

ても国内に住所を有するとみなして本国課税

している（所法第３条）。これによりわが国で

は「居住者」とみなして全世界所得に課税さ

れるため、政府等の職員の報酬は、相手国で
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個人的に稼得した収益も含めて課税対象とな

る。なお、租税条約締結国で、当該報酬に課

税が行われた場合は、本来課税されない所得

であることから、わが国では外国税額控除を

受けられず二重課税となる。この場合、納税

者は、相手国で不服申立て等の国内法上の救

済措置を求めるか、条約に適合しない課税と

して、政府間協議を求めることとなる。 

 海外勤務者には、勤務の特殊性を考慮して、

国内勤務の場合に受けるべき通常の給与に加

算して、在勤手当その他これに類する特別の

手当てが支給されるが、それらは非課税とさ

れる（所法第９条第１項第７号）。ただし、非

課税となるのは、勤務地における物価、生活

水準及び生活環境並びに勤務地と国内の間の

為替相場等の状況に照らし、加算して支給を

受けることにより国内に勤務したときに比し

て利益を受けると認められない部分の金額と

される（所令第22条）。非課税となる在外手当

は、海外勤務に要するいわゆる必要経費の範

囲内ということができる。 

 

⑵ 外国政府等の職員がわが国で勤務する場

合 

 国内に居住する外国の大使、公使及び外交

官である大公使館員とこれらの配偶者は、人

的非課税とされ、所得税は課税されない（外

交関係に関するウイーン条約、所基通９－11）。

また、領事等についても課税上の特例が認め

られている（領事関係に関するウイーン条約）。 

 外国政府等に勤務する職員については、相

互主義を条件として、それら職員のうち一定

の要件を備えるものが勤務により受ける俸給、

給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を

有する給与（以下、単に「給与」という。）は

非課税とされる（所法第９条第１項第８号）。

この一定の要件とは、①日本の国籍を有せず、

かつ、永住許可を受けている者等として財務

省令で定めるものでないこと、②その者の外

国政府等のために行う勤務が、わが国の政府

等の行う業務に準ずる業務で収益を目的とし

ないものに係る勤務であることである（所令

第24条）。したがって、外国政府等の駐在員事

務所に勤務する日本人や出入国管理令第４条

第５項の規定により永住の許可を受けた者は

非課税とならない。 

 ここでいう外国政府等とは、外国政府若し

くは外国の地方公共団体又は昭和47年12月８

日付大蔵省告示第152号に定める国際機関を

いい3、これらに該当しない法人から受ける給

与は、それら外国政府等の全額出資にかかる

ものであっても非課税とならない（所基通９

－12⑴）。外国政府若しくは外国の地方公共団

体が何を指すかは明らかにされていないが、

これを個々に明示することは困難である。政

府や地方公共団体の性格は特殊であり相手国

においては明確に他と区分されていると考え

られるので、わが国がここでいう外国政府若

しくは外国の地方公共団体と認めるか否かは

別として、その判断の客体はおのずと限定さ

れるであろう。また、この点は、わが国若し

くはわが国の地方公共団体の行う業務以外の

業務又は収益を目的とする業務（例えば、舞

踊、サーカス、オペラ等の芸能の提供）に従

事したことにより受ける給与は非課税となら

ないとしている（同⑶）ことから、非課税と

なる団体は、その業務の内容によっても限定

される。 

 勤務により受ける給与であっても、退職手

当、一時恩給その他の退職により一時に受け

る給与及びこれらの性質を有する給与は、非

課税とならない（同⑵）。しかし、退職年金に

ついては、わが国の締結する租税条約の多く

が非課税としている（後述４⑴⒟参照）。 

４ わが国の締結する租税条約 

⑴ 二国間租税条約の類型 

 わが国の締結する租税条約は、モデル条約

に沿っており、政府職員条項もこれに準じた

ものとなっている。現在、わが国は45カ国と
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租税条約を結んでいるが4、その政府職員条項

の内容を区分すると次のようになる。 

⒜ モデル条約第19条と同じもの5 

 イスラエル、インド、インドネシア、ベト

ナム、スウェーデン、タイ、韓国、中国、ト

ルコ、ノルウェー、バングラディシュ、フィ

リピン、ブルガリア、ポーランド、マレーシ

ア、南アフリカ、メキシコ、米国の18カ国 

⒝ 免税の対象に（特定の）政府関係機関を

含めるもの 

① 条約本文に規定するもの 

 オーストリア（包括的な規定）、ドイツ（特

定の機関を列記）、フィンランド（特定の機関

を列記するほか包括的な規定も置く） 

② 議定書によるもの 

 フランス、シンガポール 

⒞ 同条第１項⒝(ⅱ)に相当する規定を欠く

もの6 

 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、

ドイツ、フィンランド、デンマーク、ブラジ

ル、旧ソ連の９カ国 

⒟ 同条第２項の退職年金等を免税対象とし

ないもの 

 カナダ（退職年金）、オーストラリア（退職

年金）、ニュージーランド（恩給） 

⒠ 同条第３項に関し、（利得を得る目的で行

う）営業を免税対象から除外するもの 

 アイルランド、イタリア、アラブ連合共和

国、オーストラリア、オーストリア、オラン

ダ、英国、ザンビア、シンガポール、スイス、

スペイン、スリランカ、旧チェコスロバキア、

デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、パ

キスタン、ハンガリー、フィンランド、ベル

ギー、ルーマニア、ルクセンブルクの22カ国 

⒡ 同条第３項に関し、「事業に関連して提供

される役務」による報酬を免税対象から除

外する規定を有しないもの 

 ブラジル、旧ソ連 

⒢ 一方又は双方の国の居住者に限らず同条

を適用する旨の規定を置くもの 

 イタリア、スペイン、デンマーク、ドイツ、

フィンランド 

⑵ モデル条約とわが国の締結する租税条約

との比較 

イ モデル条約第19条第1項（政府職員免税） 

 モデル条約第19条第1項は、次のように規定

している。 

「⒜ 一方の締約国又は一方の締約国の地方

政府若しくは地方公共団体に対して提供さ

れる役務につき、個人に対し当該一方の締

約国又は当該一方の締約国の地方政府若し

くは地方公共団体によって支払われる給料、

賃金その他これらに類する報酬（退職年金

を除く。）に対しては、当該一方の締約国に

おいてのみ租税を課することができる。 

⒝ もっとも、当該役務が他方の締約国内

において提供され、かつ、当該個人が次の

(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当該他方の締約国

の居住者である場合には、その給料、賃金

その他これらに類する報酬に対しては、当

該他方の締約国においてのみ租税を課する

ことができる。 

(ⅰ) 当該他方の締約国の国民 

(ⅱ) 専ら当該役務を提供するため当該他

方の締約国の居住者となった者でないも

の」 

(ｲ) 免税の対象となる所得 

 免税の対象は、一方の締約国又は当該一方

の国の地方政府若しくは地方公共団体（以下

「政府等」という。）に対して提供される役務

への対価であり、免税対象となる役務はその

提供先により限定される。政府職員が私的な

役務の提供により得た報酬はこの規定により

免税対象から排除される。わが国の締結する

租税条約では、更に「政府の職務の遂行とし

て」という文言が加わっている。1963年のモ

デル条約の草案第19条では、政府等に提供さ

れた役務につき、「政府の職務の遂行として」

という表現が併用されていたが、1977年のモ
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デル条約において削除された。モデル条約で

はこの削除により適用範囲を広げるものでは

ないとされているが、この文言は免税対象と

なる政府職員の役務の性格を機能面から限定

するものといえよう。削除することにより免

税範囲が拡大することは望ましくないと考え

る国は、「政府の職務の遂行として」という表

現を使用することができ、また明文によるこ

とが望ましいとされる（ｺﾒﾝﾀﾘー･ﾊﾟﾗ5）。わが

国の締結する租税条約には、1977年改訂以降

に締結したものも含め、ドイツ、スリランカ

を除く全ての条約にこの文言が入っている。 

 免税の対象は、相手国の政府等によって支

払われる給与、賃金その他これらに類する報

酬（以下、単に「報酬」という。）であり、免

税となる報酬はその支払者についても限定さ

れる。わが国の締結する租税条約はモデル条

約に沿っており、免税の対象は報酬の支払者

が外国政府等であるか否かで判断することと

なる。国内法では、「外国政府等に勤務する者」

が非課税（以下、条約上の免税と同義で使用

する。）の対象になることから、国内法は勤務

先がどこであるかにより、また、条約は報酬

の支払者がどこであるかにより、免税か否か

を判断することとなる。外国の公的な機関の

職員が日本の公務員に相当するか否かの判断

は必ずしも容易ではないが、その職員の勤務

先や報酬の支払者を特定することは容易であ

り、簡便かつ明確である。ただし、報酬の支

払者については政府関係機関等を経由した間

接的な支払も免税の対象とするのか議論が生

じよう。 

(ﾛ) 免税を受けることができない者 

 一定の外国政府の職員は免税対象から除外

される。第１項サブパラグラフ⒝は、自国の

国民及び専らその役務を提供するために居住

者となった者でないものを除外している。自

国の国民や永住者に対してまで免税を認める

ことは、国際礼譲の範囲を超えるとの考え方

によるが、この考え方は外国の外交使節団及

び領事館の職員であっても一定の者について、

同様に免税を認めていないことから当然とい

えよう。 

 

ロ モデル条約第19条第２項（退職年金の免

税） 

 政府等による過去の雇用により退職年金を

取得した者については、過去の役務提供を行

った国ではなく、退職年金の支払国あるいは

退職年金が支払われる基金の設立国のみが課

税できるとするものである。ここでいう基金

とは、わが国でいえば、公務員の共済制度に

基づいて公務員の退職時又は退職後に支払わ

れる退職一時金又は退職年金の支給の原資と

なる基金をさす。わが国の締結する租税条約

のうち退職年金等を免税対象としていないの

はカナダ、オーストラリア、ニュージーラン

ドの３カ国にとどまっており、退職年金等の

扱いもモデル条約に沿うものとなっている。 

 

ハ モデル条約第19条第３項（免税対象から

の除外） 

 モデル条約第19条第３項は、次のように規

定している。 

「一方の締約国又は当該一方の締約国の地方

政府若しくは地方公共団体の行う事業に関

連して提供される役務につき支払われる給

料、賃金その他これらに類する報酬及び退

職年金については、第15条、第16条、第17

条及び第18条の規定を適用する。」 

 一般に、政府関係機関の事業は、政府等の

事業に関連して提供される場合に該当し、異

なる扱いが明示されない限り、政府関係機関

職員には政府職員条項の適用はないと解され

る。第３項は、政府職員免税の対象から政府

関係機関職員を除外する趣旨であるとされて

いる。ただし、第３項を省略して政府関係機

関職員を免税の対象に含めることも、第３項

は維持するが国有鉄道、郵便局、国立劇場等

の特定の公共的な団体を免税対象に含めるこ
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とに合意することもできるとされる（ｺﾒﾝﾀﾘ

ー･ﾊﾟﾗ6）。単に第３項がない場合は、政府関

係機関職員も含めることを意図しているか判

然としないが、政府職員条項の適用範囲が拡

大してきたとしても、もともと同19条は国際

礼譲の観点から本国課税の国際的慣行ができ

ていたものを明文化したものであるので、第

３項がないことを理由に、政府関係機関職員

を免税対象に含めてもいいとの解釈はできな

いと考えられる。 

 モデル条約にはないが、わが国の締結する

租税条約には、政府等が利得を得る目的で行

う営業につき支払われる報酬を免税対象から

除外しているものが多い。免税対象となる役

務を非営利の業務に限定するもので、国内法

の規定とも合致している。一方、当該規定の

ない租税条約も約半数にのぼっているが（４

⑴⒠参照）、当該規定のない条約においては、

営利を目的とする業務に従事する政府職員も

免税対象となるであろうか。 

 租税条約で適用範囲を広げているとすれば

条約が優先して当該職員も免税対象となるが、

「政府の職務の遂行」に収益事業を含める積

極的意図があるとは考えられず、当該規定が

ないことを理由に免税となると考えることは

妥当ではないと思われる。所得税法第９条第

１項第８号は、租税条約の政府職員条項の受

け皿として条約の免税となる職員の意義を明

らかにしているが、収益を目的とする事業を

行う政府職員については、所得税法施行令第

24条で非課税対象から除いている。ただし、

政府活動でも料金や手数料を徴収するものや

受益者負担を求める活動もあることから、収

益を目的とする事業か否かの認定について、

疑義が生じることもあると思われる。 

 

⑶ 国内法と租税条約 

 国内法に政府職員免税の規定をおく場合、

その適用は、租税条約の締結国に限らない。

もともと政府職員免税は国際礼譲に基づき相

互主義を要件に本国で課税しようとするもの

で、国際的慣行を条文化したものであり、そ

の適用を条約締結国に限る必要はない。租税

条約の政府職員条項は、相手国との間の個別

の状況を反映しているものもあるが、趣旨は

同じであり、租税条約に対して所得税法第９

条第１項第８号が受け皿として機能する。国

内法と租税条約で免税範囲が異なる場合は、

条約が国内法に優先する。ただし、国内法が、

租税条約より免税範囲を広く規定しており、

国内法が有利に働く場合には国内法が適用さ

れることになる（ﾌﾟﾘｻﾞｰﾍﾞｰｼｮﾝ・ｸﾛｰｽﾞ）。し

たがって、国内法で政府職員の範囲が広く規

定され又は解されている場合、国内法が免税

範囲を広げることになり、わが国の政府関係

機関職員につき、相手国が国内法で自国の政

府職員に相当すると判断する余地が生じる。

米国では外国政府の一部（part of a foreign 

government）に当たると判断されれば条約の

政府職員条項が適用される7。また、フランス、

ベルギーでは「公的役務」に多様な解釈を認

めており、租税条約の政府職員条項により免

税とされる給与が、直接政府から支払われる

必要はないとされる8。このように形式より実

質を重視する国では、機能を重視した判断が

行われることも考えられる。この場合、片務

的に相手国の職員に免税を与えることになる

が、課税できるものを何らかの理由で課税し

ないのはその国の自由である。 

５ 政府職員の意義 

 政府職員条項における「一方の締約国又は

当該一方の国の地方政府若しくは地方公共団

体」（以下「政府等」という。）の意義はどの

ように考えるべきであろうか。租税条約上の

用語の意義は、条約に定義されているもの及

び文脈により別に解釈すべきものを除いて、

その条約が適用される国のその条約の適用さ

れる租税（本件では所得税）に関する法令上

の意義を有するものとされる（モデル条約第
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３条第２項）。 

 わが国の締結した租税条約には、フィンラ

ンドを除き、政府職員条項につき「政府」の

意義を明記しているものはない。したがって、

わが国に居住する相手国の駐在員が外国政府

等の職員であるか否かは、「文脈により別に解

釈すべき」場合を除き、原則に従って、条約

適用国であるわが国の所得税法等に照らして

判断することになる。反対に、相手国に駐在

するわが国の駐在員が日本国の政府等の職員

であるか否かは、相手国の所得税に関する法

令に照らして判断されることになる。 

 この場合、二国間租税条約では、相手国が

特定しており、その前提で条約が締結された

のであるから「文脈により別に解すべき」で

あり、政府職員条項の「政府等」は、相手国

が自国につき定義している「政府等」を意味

すると考えることはできるであろうか。少な

くともわが国の国内法は、相手国の政府職員

の意義をそのまま受け入れる規定にはなって

いない。国内法では、免税対象となる外国政

府等のために行う勤務は、「わが国の政府等の

行う業務に準ずる業務」でなければならない

としており、自国の概念で判断することを前

提としている。同様の規定は諸外国の国内法

にもみることができる。例えば、米国では、

免税要件の１つとして、政府職員の役務の範

囲を、「外国における米国政府の職員によって

なされる役務と同様の性格であること」とし、

免税の付与に当たっては、国務大臣が財務大

臣に、要件を満たす国の国名及び外国で米国

政府職員により提供される役務の性格を認証

することを定めている9。二国間租税条約の相

手国は特定していても、その政府に属する機

関は多種多様であり、免税対象となる職員の

範囲が明確であるとは言いがたい。したがっ

て、その範囲については条約適用国の意義に

当てはめて解釈することが妥当と思われる。 

 政府職員につき、自国の意義を当てはめる

場合には、まず日本政府及び地方公共団体（以

下「日本政府等」という。）の職員が行う業務

を特定する必要がある。わが国が日本政府等

の職員をどの範囲と解しているのかは、相互

主義について規定する、所得税法第９条第１

項第８号括弧書きに現れている。同号は、外

国政府等の職員の報酬の非課税を規定してい

るが、その要件として、相手国がわが国の国

家公務員又は地方公務員につき同様の非課税

措置をとることを求めている。また、同法第

３条ではいわゆる「みなし居住者」となる者

を国家公務員又は地方公務員としているが、

同条は外国における日本政府等の職員の免税

を前提にした本国課税のための規定であり、

この点からも日本政府等の職員とは、わが国

の国家公務員又は地方公務員であることが裏

付けられる。 

 わが国の国家公務員法（国家公務員たる職

員について適用すべき各般の根本基準を定め

た法律）によると、国家公務員とは国家公務

員法の定める官職を占める者をいうとされる。

この中には、独立行政法人通則法（平成11年

法律第103号）第２条第２項に規定する特定独

立行政法人が含まれる。また、地方公務員法

によれば、地方公務員とは地方公共団体及び

特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法

（平成15年法律第118号）第２条第２項10 11に

規定する特定地方独立行政法人をいう（第３

条）。）とされる。したがって、いわゆる公務

員型の独立行政法人（特定独立行政法人及び

特定地方独立行政法人）は政府職員に当たる

が、非公務員型の独立行政法人の職員は、わ

が国の所得税法においても公務員とは解され

ず、わが国が自国を指していう場合の「政府

の職員」に該当しないと解するのが妥当であ

る。 

６ 政府関係機関 

 わが国では、政府関係機関とは公法人で予

算・決算が国会に提出される機関とされてい

る。また、公法人とは、特定の行政目的を遂
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行するために設立された法人であり、その対

立概念である私法人とは、私法上の法人でそ

の内部の法律関係は自治を原則とし国家によ

る統制を加えられないとされる(出典：大辞

林)。このような定義における政府関係機関は

相当に限定されているが、一般には公法人に

当たるものも含めて政府関係機関ということ

が多いと思われる。ここでは政府職員免税の

対象となる外国の政府等の職員であるか否か

を検討しているので、政府関係機関の概念を

実質的に捉えて判断するのが適当であり、こ

の定義では狭きに失する。しかし、政府職員

免税は国際礼譲に基づく例外的な扱いであり、

その対象を安易に拡大することは許されない

と考えられることから、政府等と政府関係機

関の境界を議論するに当たっては、単に公的

な活動をする団体ということではなく、資本

金あるいは基本財産の全額あるいは大部分が

政府等からの出資によるものを念頭に置くこ

ととする（以下、この意味で「政府関係機関」

という。）。 

 政府関係機関が法人税を免税とされること

と、当該政府関係機関の職員がその給与につ

き免税を受けられることとは一致しない。わ

が国では、外国政府等でなくても外国の公共

法人や収益事業を行わない公益法人であれば

一定の条件の下に法人税は課されない（法人

税法別表第１第２号、別表第２第２号）。した

がって、外国の政府関係機関でその機関につ

いて免税を受けているとしても、政府職員免

税が与えられるか否かは別途検討されなけれ

ばならない。また、わが国の所得税法では、

外国政府職員の非課税規定における外国政府

を定義していない。前述のとおり、外国政府

職員はわが国の国家公務員又は地方公務員に

相当する者と考えられるが、外国に同様な法

律があるとは限らないし、実務上これを検証

することも現実的ではない。したがって、相

手国の扱いを機械的に受け入れず、実質的な

判断により政府職員と政府機関職員とを区別

する場合には、法人格の有無、資本関係、活

動の内容や原資（交付金、補助金等）に注目

することとなる。 

 政府関係機関は、一般に特別な法律で法人

格を与えられ、資本金等の全部あるいは大部

分を政府等からの支出によっており、その活

動原資は主に交付金や補助金に依存している。

独立行政法人のような政府関係機関がその活

動資金を交付金や補助金に依存する場合、報

酬の支払者は実質的に政府であるとして政府

職員免税を主張できるであろうか。 

 M.A.Flammeによると「公共企業体とは、国

家とは別個の公的人格において構成される国

家の公的サービス機関であるが、その監督機

関は、それが属する部門を指導する大臣の階

層的権限に従う。大臣は、一種の分散された

監督機関として権力を行使するのであり、国

家の代理人ではない。」12とされる。すなわち、

公共企業体は、それを管轄する省庁の大臣の

監督下におかれてはいるが、その場合の大臣

は、国の代理人としてではなく、当該企業体

の監督機関として権力を行使するのであって、

公共企業体が国の機関であるとはみなされな

いということができる。したがって、交付金

はいったん公共企業体の裁量に委ねられ、支

払いはその公共企業体により行われることか

ら、公共企業体の職員の報酬の原資が交付金

であるとしても、一般には国が支払者という

ことはできないと考えられる。また、補助金

についても、補助金がその使途を補助目的に

限られるとはいえ、個別の使途が特定されて

いるわけではなく、補助の目的に沿っている

かどうかであることから、仮にその補助金の

目的となっている事業に従事するものであっ

たとしても、国が支払者ということはできな

いと思われる。 

 一方、フランスは、支払者が誰であるかよ

り所得の性質が公のものであることが重要で

あるとして、支払者が公的な法的実体である

場合の報酬を免税対象に含めるべきであると
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している（ｺﾒﾝﾀﾘー･ﾊﾟﾗ13）。また、日仏租税

条約でも、その議定書で「自己の所有する機

関を通じて支払う報酬についても適用する。」

旨を定めている。フランスのように実質判断

を重視する国があることは確かであるが、政

府等による間接的な支払を免税対象とする国

は少なく、支払が政府等から直接に行われな

い場合には一般に免税の扱いを受けることは

困難であると思われる。なお、フランスは、

免税の要件として①当該機関は専ら公務を遂

行するものであること、②当該報酬は相手国

において租税を課されることとしており、職

務においても課税上の扱いにおいても政府職

員と同等の実質を求めていることに留意すべ

きである。 

 わが国では、外国政府等に該当しない法人

は、たとえ全額出資であっても当該法人の職

員に政府職員免税が適用されない旨が通達上

明らかにされている。しかし、わが国の特定

独立行政法人の職員のように、公務員の身分

を有するものが創設された今日においては、

政府関係機関について一律に外国政府等に該

当しないとすることはもはや現状に合わなく

なったとも思われる。もっとも、外国の政府

関係機関にわが国の特定独立行政法人に相当

するものがあるか否かを判定することは実務

上困難であり、反証がない限り、外国の政府

関係機関を一律に外国政府等に該当しないも

のとして扱うこともやむを得ない。ただし、

当該政府関係機関の職員が相手国で納税して

いる場合は、通達を機械的に適用するのでは

なくその職務の内容等を十分に検討し、免税

の可否を判断すべきものと考える。 

 なお、政府関係機関は、一般に公益的な活

動を行っていることから、相手国が国内の産

業育成や国際交流の促進等の政策的配慮から

国内法に免税規定を有する場合がある。免税

措置を受けるためには、政府職員条項の適用

と共に相手国の国内法を研究することも重要

である。 

７ 米国の国内法上の扱いと経緯 

 わが国の所得税法では、外国政府等を外国

政府若しくは外国の地方公共団体又は昭和47

年12月８日付大蔵省告示第152条に定める国

際機関に限定している(所基通９－12)。この

ことから、わが国では外国の政府関係機関の

全てが適用対象外であると解することもでき

るが、このような扱いが国際的に一般的であ

るということはできない。この意味で米国の

例を参照することとしたい。 

 米国内国歳入法第893条は、次を満たすこと

を要件に、外国政府の職員の報酬を免税とし

ている。 

(ｱ) 米国の市民でないこと（フィリピン共和

国の市民はこの要件の適用はない）。 

(ｲ) その役務は外国における米国政府の職員

の行う役務と同様の性格であること。 

(ｳ) 相手国で同様の役務を提供する米国政府

の職員に、相当する免税を与えていること。 

 一方、次の職員には、免税は与えられない。 

① 第892条⒜⑵( )B に定義する被支配商業機

関（controlled commercial entity）の職員 

② その者の役務が、主に外国政府の商業活

動に関連する場合の当該職員 

 

 米国内国歳入法第893条は、外国政府職員の

免税規定であるが、外国政府の意義は、外国

政府の所得に対する免税規定である第892条

の財務省規則（Treasury Regulation）に規定

されている。財務省規則1.892－2Tは、外国政

府を外国国家主権の一部あるいはその被支配

機関（integral parts or controlled entities 

of a foreign sovereign）と定義している。

ここでいう被支配機関とは、外国国家主権か

ら形式において分離しあるいは別個の法人格

を有する機関で、次の４つの基準を満たすも

のをいう。 

① 外国国家により、直接にあるいは一以上

の被支配機関を通じて間接的に、資本の全額

を所有され、支配されていること。 
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② 外国の法律により設立されていること。 

③ その純所得が自己の所得として、あるい

は当該外国国家の所得とされ、いかなる私人

の利益となる部分もないこと。 

④ 解散の場合、その資産は当該外国国家に

帰属すること。 

 一方、免税が与えられない被支配商業機関

とは、米国の内外を問わず、商業活動を行う

団体で、政府がその団体の持分の価額あるい

は議決権の50％以上を直接又は間接に有する、

あるいはその他の持分により実質的な支配力

を有するものをいうとされる。また、商業活

動とは、現在又は将来の所得又は収益を得る

目的で納税者あるいはその他の者によって通

常に行われるあらゆる活動（米国の内外を問

わない。）をいうが、次の活動を除くとしてい

る（同1.892－4T）。なお、商業活動の意義は、

外国政府自体の免税となる所得の範囲を定め

るものではあるが、同時に第893条の外国政府

職員の免税対象からの除外においても使用さ

れることに留意する必要がある。 

① 投資活動 

 株式、債券、その他証券への投資、貸付金、

政府の財政金融政策の実施に際して保有され

る金融商品への投資等（銀行業務、融資業務

等による投資を除く。） 

② 文化的行事 

 アマチュア競技の米国内外での実施及び公

開試合並びに文化事業団体による芸術の振興

に資する事業 

③ 公益活動 

 営利を目的とする私企業の活動としてある

いはその私企業によって常習的に行われるも

のではない活動。なお、米国の政府等によっ

て行われる活動と同じあるいは類似していて

も必ずしも公益活動ということはできない。

例えば、鉄道事業は米国政府が行うことがあ

るとしても公益活動ではない。 

④ 政府機能 

 政府機能は米国を基準に判定する。一般に、

公共の福祉に関して一般国民のために行われ

る活動又は政府の何らかの行政局面に関連す

る活動は政府機能である。例えば、図書館、

有料通行の橋、地方の旅客運送事業並びに連

邦航空管制局、州間商業委員会（Interstate 

Commerce Commission）及び米国郵政サービス

と実質的に同等の活動はこれに該当する。 

⑤ 購入 

 外国政府の使用に供するための物の単なる

購入 

 

 米国で稼得された投資所得について外国政

府の特定の所得が免税となることが規定され

たのは1917年の戦時歳入法（War Revenue Act）

第30条によるが、外国政府の免税を巡る訴訟

は、これ以来の長い歴史がある。法令として

は、1919年の法改正（Revenue Act of 1918）

で、投資所得に加えて米国内源泉所得の他の

いかなる所得も免税の対象とするとの文言が

入り、免税となる所得の範囲が拡大した。更

に、1945年の改正により国際機関が免税対象

機関に追加され、内国歳入法第892条として現

在に至っている。内国歳入局（Bureau of 

Internal Revenue：以下「当局」という。）の

第892条以前の取扱いについては、その初期に

おいて、外国政府は定義されておらず、当局

は外国政府免税を、形式上分離しているが外

国政府に密接に関連（formally separated but 

closely affiliated）する機関にも認めてい

た。また、この免税は所得を商業活動による

ものと投資活動によるものとに区別せず認め

ていたとされる。1920年に、当局は、法人と

して設立されていたオーストラリア・コモン

ウエルス銀行に免税を与えた。1946年、内国

歳入局長官は、チリ政府のために開発資金を

管理していたチリ政府所有の法人に認めてい

た免税を認めないこととした。同年、当局は

それまでの解釈を撤回し、同銀行の免税を取

り消すと共に、外国政府により完全に所有さ

れた法人であっても、「法人がその唯一の株主
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から明確に分離された（ separate and 

distinct）機関である限り」もはや免税は与

えられないとした。その４年後、租税裁判所

は、免税を制限される法人は「米国において

法人と解釈されるもの」（以下、通常の意味で

の法人と区別するため『法人』と表記する。）

に限るとして、その適用を緩和した。1952年、

当局はVialケースにおいて、外国政府によっ

て所有されまた事業が行われている鉄道事業

が「外国政府の執行機関と密接に一体化（so 

closely integrated with executive arm）し

ている」として、外国政府に該当し免税対象

となるとした。このケースとその６年前の取

り扱いを区別するため、当局は同鉄道事業者

は『法人』でないと説明した。1966年、内国

歳入庁は、Vial判決に基づき、また、歳入規

則（Revenue Ruling）66－73によって、「外国

政府と形式上分離し、外国政府により完全に

所有されている機関は、米国の解釈において

一般に理解されるところの法人に該当しない

限り、第892条の下で免税が与えられる」とし

てその取扱い及び解釈を明らかにした。この

場合、ある機関が『法人』に当たるか否かは、

その目的、機能及び活動に基づき判断すると

し、その機関の目的、機能及び活動が、全体

として、慣習的に営利企業に帰属し、また営

利企業によって行われている場合は、たとえ

米国において政府が同じあるいは同様の活動

を行っているとしても、その所有者とは別の

『法人』であるとみなされるとした。1975年、

当局は同規則を廃止し、歳入規則75－298によ

って、「外国政府によって設立された米国で商

業活動に従事しない機関は、次の４つの要件

を満たす限り、免税が与えられる。①外国政

府により完全に所有され支配されていること、

②その資産及び所得はその活動及び投資並び

にその外国政府からのみ生じるものであるこ

と、③その純所得の全てが自己の所得として、

あるいは当該外国政府の所得とされ、いかな

る私人の利益となる部分もないこと、④米国

でその機関が投資する場合は受動的所得

（passive income）を生み出す投資に限られ

ること。」とした。 

 以上、第892条を中心に述べてきたところで

あるが、歳入規則66－73、75－298はいずれも、

ある組織が外国政府に当たるか否かの第892

条における判定は、第893条の意義においても

同じく適用されるとしていることから、第892

条に係る上記の経緯は、政府職員免税の意義

を検討するにおいても参考とすべき事実とい

えよう。 

８ 政府職員条項の適用を巡る問題 

 海外における政府活動が著しく拡大した今

日、海外に駐在するわが国の政府職員あるい

は政府関係機関職員への報酬につき、政府職

員免税の適用が問題となるケースは少なくな

いと思われる。相手国との関係上、その適用

には次のような問題が生じる。 

⑴ 政府職員の範囲 

 条約上の用語解釈の原則に従うと、政府職

員の意義は条約に異なる規定がない限り、条

約適用国の意義により解釈される。したがっ

て、自国の政府等の海外駐在員が相手国の法

令に照らして政府職員と認められないこと、

あるいは反対に、自国で政府等とされない政

府関係機関の海外駐在員が相手国の法令に照

らして政府職員と認められることがありうる。

しかし、現実には、相手国の政府職員である

ことが確認されれば免税として扱うのが一般

的であろう。政府職員の範囲は、歴史的な背

景もあり、国によってさまざまであるし、条

約適用国の執行上、自国の政府職員の役務と

同じかどうかを一々厳密に判定することは現

実的ではないからである。また、条約がその

ような厳密性を要求するものであるかも疑問

である。更に、政府職員は一般に本国で課税

を受けることになることから、相手国で当該

国の意義に当てはまらないことを理由に政府

職員免税を与えない場合は、二重課税となり
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紛争が生じる。 

 一方、相手国の政府職員であれば無条件に

免税として扱うこととすると、政府職員の解

釈が広い国と狭い国の間では、厳密な意味で

相互免税の関係が崩れる。ある程度の違いは

容認されようが、あまりに違う場合は政府職

員の範囲が狭い国は自国の政府関係機関職員

が相手国において相手国の政府職員と同一の

役務を果たしているにもかかわらず相手国で

免税を受けられないことに不満を持つかもし

れない。特に問題なのが先進国の政府関係機

関が発展途上国に駐在員を派遣している場合

である。先進国の職員の給与は途上国のそれ

と比べて相当高く、また、駐在員の場合は、

本国での給与に在外勤務手当、居住手当、光

熱費補助、ホームリーブやメディカルチェッ

ク等のための旅費給付、子女教育手当などの

海外勤務特有の手当があることや、国内給与

水準を保障するため職員に課される税金や社

会保険料を所属機関が払うこと（所得保障）

が一般的であることから、適用される税率は

高税率に近くなる。したがって、先進国の

当該政府関係機関職員に免税が与えられない

とその職員に対して、あるいは所得保障をし

ていればその政府関係機関に対して過大な負

担を与える。その結果、当該政府関係機関の

当該国での活動が予算面から制約されるか、

あるいはその政府関係機関が補助金や交付金

で運営されている場合には、その政府の追加

負担になりうる。対抗措置としては、条約適

用のルールに従って、相手国の政府職員を自

国の法令に照らし政府職員と認めないことが

考えられるが、この場合は、二重課税になる

可能性に留意しなければならない。反対に、

相手国に対して自国の政府関係機関職員を政

府職員と認めさせることも選択肢である。相

手国にとって政府職員の範囲は広く、政府間

協議を通じて相手国に対し相手国の政府職員

に相当する扱いを勝ち取ることもありうるで

あろう。この場合、当該政府関係機関職員は

本国で非居住者として非課税となっているで

あろうから、課税の空白を作らないためには、

報酬に税金相当の減額調整を行うことが考え

られる。 

 政府職員の範囲が広い国（以下「Ａ国」と

いう。）と狭い国（以下「Ｂ国」という。）と

の関係を下図により検討する。外国政府の意

義については、両国とも、ケース１では、相

手国で政府職員となっているか否かで判断す

る（以下「形式判定」という。）、また、ケー

ス２では、駐在員の所属機関の機能に着目し

て、自国の政府等に相当するか否かを判断す

るものとする（以下「実質判定」という。）。

なお、いずれの国も外国の政府関係機関の職

員は免税とならないと解釈している。また、

いずれの国もそれぞれの国内法で海外に駐在

する自国の政府職員を居住者とみなして本国

課税している。

    A国      B国 

Ａ国（範囲広い） 
 

形式判定 実質判定 

形
式
判
定 

＜ケース１＞ 

Ａ国：ｅ課税 

 

Ｂ国：ｂ免税 

＜ケース４＞ 

Ａ国：ｅ免税 

（課税の空白） 

Ｂ国：b免税 

Ｂ
国
（
範
囲
狭
い
） 

実
質
判
定 

＜ケース３＞ 

Ａ国：ｅ課税 

 

Ｂ国：ｂ課税 

（二重課税） 

＜ケース２＞ 

Ａ国：ｅ免税 

（課税の空白） 

Ｂ国：ｂ課税 

（二重課税） 

政府職員 

 

ａ  

政府職員 

 

ｄ 

ｂ  

政府関係 

機関職員 

e 

政府関係 

機関職員 

ｃ  ｆ 
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 いずれのケースにおいても政府関係機関職員ｃ

とｆには免税が与えられず、政府職員ａとｄには

免税が与えられる。問題は、Ａ国の政府職員ｂと

Ｂ国の政府関係機関職員ｅである。ケース１では、

Ａ国はＢ国の政府関係機関職員ｅに免税を与えず、

Ｂ国はＡ国の政府職員ｂに免税を与えることにな

る。一方、ケース２では、Ｂ国はＡ国の政府職員

ｂに免税を与えず、Ａ国はＢ国の政府関係機関職

員ｅに免税を与えることになる。なお、Ａ国の政

府職員ｂに二重課税が生じ、一方でＢ国の政府関

係機関職員ｅに課税の空白が生じる。いずれの場

合も機能的に同じ機関の職員につき異なる扱いと

なる。ケース１では、Ｂ国はＡ国の政府職員ｂを

免税としているのに、同じ機能を持つにもかかわ

らずＡ国でＢ国のｅが免税とならないことに、Ｂ

国は不満を持つかもしれない。また、ケース２で

は、Ａ国の政府職員ｂに自国の政府職員であるに

もかかわらず、Ｂ国が免税を与えなかったことに

異議を唱えるかもしれない。 

 次に、両国が同じ判定基準とは限らないことか

ら、ケース３では、Ａ国が形式判定をＢ国が実質

判定を行うものとし、ケース４では、Ａ国が実質

判定をＢ国が形式判定を行うものとする。ケース

３では、Ａ国はＢ国の政府関係機関職員ｅに免税

を与えず、Ｂ国もＡ国の政府職員ｂに免税を与え

ないこととなる。ケース４では、Ａ国はＢ国の政

府関係機関職員ｅに免税を与え、Ｂ国もＡ国の政

府職員ｂに免税を与えることとなる。いずれの場

合も機能的に同じ機関の職員に同じ扱いをするこ

とになるが、政府職員免税の与えられる範囲は、

ケース３ではＢ国の狭い範囲に、ケース４ではＡ

国の広い範囲に一致する。なお、ケース３ではＡ

国の政府職員ｂに二重課税が生じ、ケース４では

Ｂ国の政府関係機関職員ｅに課税の空白が生じる。 

現実には何が起こっているであろうか。前述した

ように、相手国の政府職員とされる者について実

質判定をすることは実務上困難といえる。また、

二重課税が頻繁に起きる扱いは容認されないであ

ろう。したがって、現に紛争が多発している状況

にない以上、ケース２、３は例外といわざるを得

ない。ケース４は、Ａ国がＢ国の政府関係機関職

員ｅをＡ国では政府職員に当たるとして免税を与

えることになるが、免税を与えられているＢ国の

政府関係機関職員ｅやその所属機関あるいはＢ国

政府が異議を唱えることは考えにくく、仮にケー

ス４となれば変更されることは少ないであろう。

しかし、免税の適用範囲が広いＡ国がＢ国の政府

職員でないｅに対して進んで実質判定を行い、免

税とすることは起こりそうもない。また、Ｂ国の

政府職員でないｅは非居住者として自国Ｂでは免

税となっているにもかかわらず、重ねてＡ国に免

税を求めることも現実には生じにくいと考えられ

ることから、一般にはケース１になると思われる。 

 次に、相互主義を考慮する。租税条約は二国間

の合意であり、結果として適用範囲に差が生じた

としても、合意の範囲内と考えられる。締約国間

の経済構造に差があるのは常態であるし、締結の

合意は全体としての相互主義が成立していれば許

されるとも考えられる。このような緩やかな条件

で相互主義の成立を認める考え方（広義の相互主

義）に対して、双方の国で機能別に同じ扱いがさ

れなければならないとする相互主義もあるであろ

う（狭義の相互主義）。前者の考え方に立てば、扱

いの差が締結国の許容範囲を超えない限り、ケー

ス１は許されることになる。後者の考え方にたて

ば、ケース１もケース２も許容されない。ケース

１ではＢ国が、また、ケース２ではＡ国が不服を

申し立てるであろう。その結果は、ケース３、ケ

ース４あるいはその中間となるかもしれない。 

 広義の相互主義でよしとする場合でも、両国の

扱いにあまりに大きな差がある場合は実質判定が

原則と考えられるので、是正を求めることには根

拠がある。ケース１のＢ国は、Ａ国についてだけ

実質判定を行うことを決定するかもしれない。す

なわちケース３となり、免税範囲は狭い範囲に一

致するがＢ国では二重課税が生じ紛争となろう。

あるいは、両国で協議が行われれば、Ａ国がＢ国

の政府関係機関に免税を与えるという決着もあり

うる。この場合は、ケース４となり、免税範囲は

広い範囲に一致するがＡ国では課税の空白が生じ
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る。空白を埋めるため、Ｂ国は、自国の政府関係

機関職員ｅの報酬を税金相当だけ減額調整し、交

付金を減らすことができる。 

 わが国の国内法では、報酬が非課税とされる外

国政府職員等の要件の一つとして、わが国の政府

等の行う業務に準ずる業務であることを明記して

おり、実質判定をする必要がある。実務的には形

式判定が行われていると思われるが、わが国では

近年の政府機能の縮減、独立行政法人化、民営化

により政府職員の範囲はますます狭くなっており、

一方では、特に途上国において外国駐在員への課

税強化・適正化が進んでいることから、わが国政

府関係機関への課税をめぐって紛争が起きやすく

なっている。条約適用上は、実質判定が原則と考

えられるので、わが国の政府関係機関職員が政府

職員の範囲が広い国で課税となる場合に、当該国

に実質判定を求めることは妥当であろう。個別の

協議を行うことは種々の政府関係機関がある状況

では不都合であるし、政府関係機関が個別に相手

国で争うことは困難が伴う。したがって、適用範

囲が大きく異なる場合は、租税条約に事前に非課

税となる政府関係機関の要件を明記するなど適用

範囲を明確にしておくことが望ましい。 

 わが国の二国間租税条約で政府関係機関を政府

職員免税の対象にすることを規定するものは、オ

ーストリア、ドイツ、フィンランド、フランス、

シンガポールの５ヵ国である。それぞれの規定は

次のとおりである。 

（オーストリア） 

第12条第１項 

⒜・・日本国政府若しくは日本国の地方公共団体

若しくは政府関係機関が支払い、又は日本国政府

若しくは日本国の地方公共団体若しくは政府関係

機関の支出に係る基金から支払われる給料、賃金、

恩給又はこれらに類する報酬は、オーストリアの

租税を免除される。 

⒝・・オーストリア、その他の地方政府その他オ

ーストリアの公法人が支払い、又はオーストリア、

その他の地方政府その他オーストリアの公法人が

設立する基金から支払われる給料、賃金、恩給又

はこれらに類する報酬は、日本国の租税を免除さ

れる。 

（ドイツ） 

第19条第４項、第５項 

⑴の規定は、ドイツ連邦鉄道及びドイツ連邦郵便

が支払う報酬又は退職年金についても、同様に、

適用する。 

⑵の規定は、日本国有鉄道、日本電信電話公社及

び日本専売公社が支払う報酬又は退職年金につい

ても、同様に、適用する。 

（フィンランド） 

第19条第３項 

 この条の適用上、「締約国」とは、次のものを言

う。 

⒜ 日本国については、日本国政府が資本の全部

を所有する機関及び日本銀行 

⒝ フィンランドについては、政府関係機関、フ

ィンランド銀行及び国民年金機関 

（フランス） 

議定書第10項 

 条約第19条に関し、次のことが了解される。 

⒜ 同条の規定は、一方の締約国の政府が自己の

所有する機関（専ら公務を遂行するものに限る。）

を通じて支払う報酬についても適用する。ただし、

当該報酬が、当該一方の国において租税を課され

る場合に限る。 

（シンガポール） 

書簡交換告示第４項 

 協定第19条に関し、同条の規定は、専ら政府の

活動を行う機関であってシンガポール政府の所有

するものを通じてシンガポール政府によって支払

われる報酬及び退職年金についても適用すること

が了解される。 

 また、外国の締結する租税条約について例示す

ると次のとおりである。 

（ベルギー） 

 フランス、ドイツ、オーストリア、スイスとの

条約につき、「締約国若しくはその下部組織又は地

方公共団体」に加えて、「公法に従う法人」と追記

している。 



税大ジャーナル ５ 2007.6 

53 

（英国） 

 政府関係機関を含める条約はほとんど締結して

いないが、韓国との租税条約に「政府の性格を有

する活動を行う政府所有機関」と記しているほか、

マレーシア、シンガポールとの条約で政府関係機

関（statutory body）を含めている。 

（フランス） 

 政府関係機関の表現は様々13であるが、米国、イ

ギリス、旧ソ連、スイスほか多数の国と政府関係

機関を免税対象に含める旨の条約を締結しており、

むしろ含める方が一般的であるように思われる。

なお、ポーランドとの条約では、「国、地方政府又

は公法にしたがって設立された法人（legal entity 

constituted in accordance with public law）へ

の役務が政府の性格を有するか否かは、締約相手

国の法による」としており、また、スロバキアと

の条約でも、「政府関係機関（legal entity）か否

かは、その設立地である国の法にしたがって決定

される」と明記していることが注目される。 

（ドイツ） 

 オランダとの条約において「公法により法人化

された機関（legal entities incorporated under 

public law）」と記しているほか、スイス、シンガ

ポール、ルーマニアと同様な条約を締結している。

また、イタリア、スペイン、スウェーデン、タイ

との条約ではドイツ連邦銀行、ドイツ連邦鉄道、

ドイツ連邦郵便など免税となる政府関係機関を個

別列挙しているほか、カナダとの条約では、政府

関係機関（instrumentality）を免税対象に含める

とともにその定義を置いており、「締約国の権限の

ある当局間の交換書簡で特定されかつ合意される

政府の性格の機能を実施するために、その政府等

によって創設されあるいは組織された機関

（agency or entity）をいう」としている。更に、

メキシコとの条約では、「政府等により作られた公

的基金（public fund）によって支払われ、両国政

府等の合意による開発協力計画の下で締約国の同

意により相手国に派遣される専門家及びボランテ

ィアの報酬は免税とする。」旨を規定しており、同

様の規定を置く条約をベトナム、ベネズエラ、フ

ィリピン、チュニジアと締結している。 

 

 適用範囲の明確化に当たっては、条約や交換公

文等において、免税対象となる政府関係機関を個

別列挙する方法と包括的規定を置く方法があるが、

個別列挙については、政府関係機関は多く、多数

の政府関係機関を漏れなく列挙することは現実的

でないことや、どの範囲までを免税対象とするの

か線引きが難しいことが問題となろう。しかし、

近年、東アジア、BRICs諸国等との経済関係が一層

緊密になり、これに伴い海外における政府活動も

著しく拡大していることを考慮すると、特に適用

範囲が大きく異なる国については、政府職員免税

の範囲につき、取扱いの明確化を図ることが望ま

しいと思われる14。 

 

⑵ 相手国が政府関係機関を免税の対象とす

る場合の扱い 

 上記⑴では、基本的に、機能的には同じである

が一方の国は政府等により行政目的が遂行され、

他方の国では政府関係機関により遂行される場合

を念頭において検討したが、両国とも政府関係機

関により行政目的が遂行される場合でも、一方の

国は政府関係機関であっても政府等に含め、他方

の国では政府等に含めない場合に同様のことが生

じうる。わが国では「外国政府等に該当しない法

人から受ける給与は、たとえその法人が外国政府

等の全額出資に係るものであっても非課税となら

ない。」とされているが、米国のように相手国が国

内法で外国政府のうちに外国政府の全額出資に係

る法人等を含める場合には、租税条約上の外国政

府の解釈に齟齬が生じうる。わが国が一律に政府

関係機関の職員に免税を与えない場合、相手国は

相互主義の観点から、わが国の政府関係機関につ

いては一律に免税対象からはずすこともありうる

と思われる。前述のとおり、わが国においてもい

わゆる公務員型の独立行政法人があるように、外

国の政府関係機関を一律に外国政府等からはずす

という扱いは妥当か検討が必要ではないかと思わ

れる。また、「外国政府等に該当しない法人から受
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ける給与は」との文言が、特定の国際機関以外に

外国政府等に該当する法人があるというのであれ

ば、その内容・区分が明確にされなければならな

い。 

 

⑶ 民間出向者、政府派遣専門家等の扱い 

 現代における政府活動は多岐に及んでおり、情

報収集、産業育成、技術協力、援助、知的支援等

の目的で、政府や政府関係機関が民間の専門家を

海外に派遣したり、出向者として受け入れた上で

海外駐在させたりすることがある。 

 公の機関が、正式に職員に任命しないで、一定

の業務に携わることを依頼したとき、その人の地

位を嘱託というが、公の機関が、嘱託員として民

間の専門家や役職員を派遣する場合、嘱託員は派

遣元に身分を残して業務を遂行することになる。

わが国の労働法では雇用関係とは労働者が事業主

の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、

その提供した労働の対償として賃金、給料その他

これらに準ずるものの支払を受けている関係をい

うとされることから15、わが国の解釈では、海外事

務所で一般の職員と同様に勤務し派遣先の指揮命

令に服する限り、その勤務による報酬は免税対象

になると考えられる。また、嘱託員を他の職員と

区分することは実務的に困難であり、条約の文言

に従い、役務の提供先も報酬の支払者も共に相手

国の政府等であれば、正式に職員として任命され

ていない者についても免税の対象となっているも

のと思われる。 

 民間人あるいは公務員が、政府等又は政府関係

機関の出向者又は嘱託員として、その海外事務所

に勤務する場合の政府職員条項の適用関係は、次

のようになると考えられる。 

① 民間人が政府等に出向した上で海外に派

遣される場合 

 公務員としての地位が与えられれば、その間は

政府職員免税の適用があると考えられる。なお、

勤務先は政府等でも給与差額を出向元の企業が当

該個人に補填することもありうる。政府の職務の

遂行のため支給されたと解する余地もあるであろ

うが、給与差額の負担者は民間企業であり、政府

等から直接に支払われないものについては、免税

の対象にはならないと思われる。 

② 民間人が政府等に嘱託として採用され海

外に派遣される場合 

 身分は所属する民間企業等にあり、公務員でな

いことから本来は適用除外とも考えられるが、前

述のとおり、わが国では労働法上嘱託であっても

雇用関係があるとされるので、給与の支払者が政

府等であるとして政府職員免税が適用されるべき

との主張も許されるものと思われる。しかし、免

税を与えるか否かは、原則として相手国の法令に

よるので必ずしも受け入れられるとは限らない。

民間からの嘱託員は公務員でないことから、日本

では非居住者と扱われており、日本でみなし居住

者として扱っていないこと、納税していないこと

などの事実認定の下では否定される可能性も高い

と思われる。 

③ 民間人が政府関係機関に出向し又は嘱託と

して採用され海外に派遣される場合 

 給与の支払者が政府関係機関である以上、一般

には政府職員免税の適用は困難であろう。 

④ 政府又は地方公共団体の職員が政府関係機関

に出向し又は嘱託として採用されて海外に派遣

される場合 

 出向の場合は、すでに公務員の地位を失ってお

り、給与の支払者が政府関係機関である以上、一

般には政府職員免税の適用は困難であろう。嘱託

の場合は、公務員の身分を有したままであれば政

府職員免税の適用は可能と思われる。 

 

⑷ 政府職員の判定 

 相手国の政府職員であるか否かを判断すること

は必ずしも容易ではない。判定に当たってはしば

しば次の事実が検証される。 

① 居住証明（公務員であれば、一般に自国の居

住者として扱われる。） 

② 所得証明（公務員であれば、一般に自国で課

税される。） 

③ 租税条約上の免税申請（政府職員条項に基づ
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く申請）のための証明 

④ 公務員を証明する登録･名簿等 

⑤ 設置法等の法令（政府の職務を果たす目的の

団体か、活動財源は何かを特定する。） 

⑥ 設立法（法人格のあるものは除外） 

 政府には法律により人格を与える必要がないこ

とから、一般に法人の職員は政府職員と判断され

ない。しかし、前述のとおり、わが国の一部の独

立行政法人（特定独立行政法人及び特定地方独立

行政法人）にはその職員に国家公務員法又は地方

公務員法が適用されることから、わが国では政府

職員と考えられるが、その概念が相手国に通じる

か疑問がある。わが国のように非公務員型の独立

行政法人があることを考えると、法人格の有無は、

判定の一要素にとどまるものと考えられるが相手

国の理解を得ることは容易でないと思われる。 

⑦ 旅券の種類（公用旅券） 

 公用旅券とは、国の用務のため外国に渡航する

者及びその者が渡航の際同伴し、又は渡航後その

所在地に呼び寄せる配偶者、子又は使用人に対し

て発給される旅券をいう（旅券法第２条）。公用旅

券を有する駐在員は国の職員であることが推定さ

れよう。国の用務のため外国に渡航する者である

ため、公務員に限って発給されているとは限らな

いが、現実には も容易な判定方法として旅券の

種類を確認されることは少なくないと思われる。 

 政府関係機関が、その海外事務所の職員給与の

手取り保障をしている場合、相手国の課税は、当

該機関の負担となることから租税回避の誘因とな

りうる。相手国に対し自国の政府職員と見せかけ

るため政府関係機関が国に公用旅券を発給しても

らう、あるいはいったん官公庁に派遣した上で駐

在させるなどの行為があるのも事実である。 

⑧ 事務所の登記上のステータス 

 特に途上国では、種々の行政管理上の理由で、

駐在員事務所に登記（登録）を義務付けているこ

とが多い。登記上のステータスと課税ステータス

は必ずしも一致しないが、登記上の政府機関か民

間機関かの区分が課税ステータスの判断に大きく

影響することには留意する必要がある。政府関係

機関という区分がないため、民間機関として登記

等されている場合が問題となる。 

 以上の判定方法は、簡便かつ実務的であるが、

確実なものということはできない。政府活動が高

度に進展した今日、政府職員条項の適正な運用の

ためには、租税条約上の情報交換制度を機動的に

活用できるような国際的協力体制の構築が有益で

あると思われる。 

まとめ 

 海外における各国の政府活動が著しく拡大した

今日、政府職員条項の適正な執行はその重要性を

増している。 

 一般に政府職員免税は、条約に特に異なる規定

がない限り、政府関係機関の職員には適用されな

いと解されている。しかし、一方の国では政府等

の活動であるものが他方の国では政府関係機関の

活動として行われる場合は少なくない。この場合

は、厳格な意味での相互主義が崩れることになる。 

政府の範囲についてはそれぞれの国の歴史的背景

もあり一律の考え方は取り得ない。免税対象とな

る「政府職員」の解釈･適用の食い違いは、経済合

理性によって解決されず、課税処分の対象となっ

た政府の機関にとっては解決困難な問題となりう

る。したがって、問題が起きた場合は、政府間の

協議に委ねざるを得ないであろう。 

 政府職員条項の適用においては、①相手国の政

府職員であれば免税を与える形式判定と、②自国

の政府職員の概念を当てはめて免税の適格者を判

断する実質判定とがある。前者は、判断が比較的

容易かつ執行も簡便であり、相手国がみなし居住

者として課税をしているという前提からは二重課

税の問題はない。しかし、政府職員の範囲は国に

より異なり、厳密な意味での相互主義は成立しな

い。反対に、後者は、相互主義は成立するものの、

実務上の困難に加え、二重課税や課税の空白の危

険がある。したがって、後者が原則であるが、現

実に二重課税や課税の空白が問題になっていない

ことから、一般には形式判定が行われていると推

測される。また、相互主義については、政府職員
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の範囲にある程度の差があることは公知の事実で

あり、一般には厳格な相互主義は求められていな

いと考えられる。 

 しかし、政府職員の範囲に大きな差がある場合

に形式判定が行われると、政府の範囲が狭い国は、

相互主義が満たされないことに不満を持つかもし

れない。特に、その政府関係機関職員が所得水準

の高い先進国から低い途上国に赴任した場合のよ

うに、相手国で極めて高い税率が適用される場合

は当該政府関係機関の大きな負担増になり事業を

圧迫する。政府関係機関の海外事務所は所在国に

おいて重要な役割を担っており、事業活動へのマ

イナスは両国の経済交流等に少なからず影響する

であろう。また、当該政府関係機関の事業が国庫

で賄われ、職員が所得保障を受けていれば、結局

は自国の国庫の負担増となりうる。そこで、自国

の機能的に同じ機関の職員が免税を受けないなら、

相手国の政府職員についても課税することが起こ

りうる。この場合、相手国がみなし居住者として

課税していれば二重課税となる。紛争の未然防止

には、わが国の締結する幾つかの二国間条約にあ

るように、租税条約や交換公文等において、予め

免税の対象となる機関を個別あるいは包括的に規

定しておくことが有効である。 

 政府職員条項の適用上、政府等や政府関係機関

に勤務する民間からの出向者や嘱託員の扱いにも

問題が生じうる。また、形式判定が一般的である

とすれば、相手国の政府職員か否かの判定は相手

国の扱いを確認することにより適正に行われる必

要がある。政府活動が多様化する状況下、これら

の問題については、税務当局相互の協力が極めて

重要かつ効果的であり、情報交換等の機動的な活

用が望まれる。 

                              
1 2006年１月30日付Asahi Shimbun Weekly AERA

報道 
2 1963年のモデル条約案では、支払国は、支払国、

その地方政府又はその地方公共団体に提供された

役務に対する支払いについて課税権があるとして

おり、一方の国においてのみ租税を課すことがで

きることにはなっていなかった。 
3 告示により指定を受けている国際機関は、犯罪

                                         
の防止及び犯罪者の処遇に関するアジア及び極東

研修所と東南アジア貿易投資観光促進センターの

二つである。なお、これ以外に、国際連合等の国

際機関の職員が受ける給与についても条約等によ

り非課税とされる場合がある。「外国人の税務」税

務研究会 p.54参照。 
4 旧ソ連の12カ国は、旧ソ連との条約が適用され、

また、チェッコとスロバキアの両国は、チェッコ・

スロバキアとの条約が適用されることから条約が

適用される国の数は56である。 
5 フランス、シンガポールは、規定はモデル条約

第19条と同じであるが、議定書により、フランス

とは、一定の条件の下に免税の対象に政府関係機

関を含めることや、同条第１項⒝(ⅱ)を一定の条

件の下に適用しないことを了解しているため、ま

た、シンガポールとは、政府の所有する機関を通

じて政府により支払われる報酬及び退職年金につ

いても免税の対象とすることとしていることから、

⒝以降に区分している。 
6 モデル条約第19条第１項⒝に相当する規定が

ない場合でも、自国の国民である政府職員を免税

対象とする国はなく、この場合は、免税を規定す

る条項に、免税対象を相手国の国民に限る旨の規

定がある。 
7 米国内国歳入庁Revenue Ruling 66－73（廃止）、

75－298参照 
8 ベルギーの2004年３月４日 高裁判決では、政

府職員条項につき「政府あるいは地方当局に提供

された役務」には政府あるいは地方当局によって

まかなわれ支配される私的機関に対し正規の雇用

によって提供される役務を含む旨判示している。

また、フランスも公的役務を広く解しており、公

的な法的実体が支払う報酬も適用範囲に含まれる

べきとして、モデル条約第19条に留保を付してい

る。 
9 内国歳入法第893条⒞ 
10 独立行政法人通則法第二条 

 この法律において「独立行政法人」とは、国民

生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確

実に実施されることが必要な事務及び事業であっ

て、国が自ら主体となって直接に実施する必要の

ないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には

必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の

主体に独占して行わせることが必要であるものを

効率的かつ効果的に行わせることを目的として、

この法律及び個別法の定めるところにより設立さ

れる法人をいう。 

 この法律において「特定独立行政法人」とは、

独立行政法人のうち、その業務の停滞が国民生活

又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼ

すと認められるものその他当該独立行政法人の目
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的、業務の性質等を総合的に勘案して、その役員

及び職員に国家公務員の身分を与えることが必要

と認められるものとして個別法で定めるものをい

う。 
11 独立行政法人数 

 平成17年10月１日現在の独立行政法人数は113

法人であり、そのうち特定独立行政法人は57法人。

所管省庁別には、内閣府５、総務省４、外務省２、

財務省５、文部科学省28、厚生労働省14、農林水

産省21、経済産業省11、国土交通省21、環境省2で

ある。また、設立年度でみると、平成13年57法人、

平成14年２法人、平成15年33法人、平成16年16法

人、平成17年５法人である。 
12 M.A.Flamme著「行政法」（ブリュッセル、

Bruylant,1989年） 
13 政府関係機関の表現には、governmental legal 

entity, public body, public legal entity, 

statutory body, agency or instrumentality, 

entities of public law, public establishment, 

public sector entity, public corporation, legal 

entity constituted in accordance with public 

law等がある。 
14 租税条約の規定は、OECDモデル条約に沿った規

定に改訂される傾向にあり、明確化するとしても

本文に規定するのではなく政府等の解釈として交

換公文等により行なうのが適切であると思われる。 
15 有斐閣 法律用語辞典 第２版 法律用語研

究会編 Ｐ.515 
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